
別紙
住民税が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯とは？

事例①

A世帯

両親ともに子の扶養親族等

となっている

父【世帯主】 母 （子が課税世帯の場合）

水上村に住んでいる

（村民税非課税世帯）

B世帯

子 配偶者

村内または村外に別世帯で住んでいる

（住民税課税世帯）

よって、今回の給付金について、A世帯は該当しません。



住民税が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯とは？

事例②

A世帯

親の扶養親族等となっている

子 （親が課税世帯の場合）

学生等で村外に住んでいる

（住民税税非課税世帯）

B世帯

父 母

村内に住んでいる

（村民税課税世帯）

よって、今回の給付金について、A世帯は該当しません。



住民税が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯とは？

事例③

A世帯

本人並びに子も配偶者の扶養

親族等になっている

本人【世帯主】 子 （配偶者が課税世帯の場合）

水上村に住んでいる

（村民税非課税世帯）

B世帯

配偶者【世帯主】

転勤等により村外に住んでいる

（住民民税課税世帯）

よって、今回の給付金について、A世帯は該当しません。



非課税世帯のどちらかが住民税が課税されている者の扶養親族で構成される世帯

事例④

A世帯

父のみが子の扶養親族等

となっている

父【世帯主】 母 （子が課税世帯の場合）

水上村に住んでいる

（村民税非課税世帯）

B世帯

子 配偶者

村内または村外に別世帯で住んでいる

（住民税課税世帯）

この場合は、今回の給付金について、A世帯は該当します。



非課税世帯の高齢者世帯のうち１人が住民税が課税されている者の
扶養親族で、もう１人が非課税世帯の扶養親族で構成される世帯

事例⑤

A世帯 父はB世帯の子の扶養親族

母はC世帯の子の扶養親族

父【世帯主】 母

水上村に住んでいる

（村民税非課税世帯）

B世帯（課税世帯）

子（長男）

C世帯（母を扶養することで非課税世帯）

子（二男）

この場合は、今回の給付金について、A世帯とC世帯は該当します。


